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１ 第二次中長期計画の策定にあたって     

  

 「第二次中長期計画」の策定作業にあたっては、昨年８月以降１４回にわたるビジ

ョン検討会において、平成２７年度に策定した「（第一次）中長期計画（平成２７年度

～平成３６年度）」の進捗を踏まえるとともに、今後の地域のニーズ、改正社会福祉法

の趣旨及び総合支援法を始め福祉・介護・医療をめぐる諸施策の動向を概観し、法人

理念の実現を共有しつつ、当法人が展開すべき福祉サービスの方向と質、経営財政基

盤、組織・業務執行体制の強化、人材の確保と育成及び地域とともに歩む事業運営な

ど、社会福祉法人として目指すべき今日的なさまざまな要素を念頭に、全体像をイメ

ージして検討し策定した。 

 

 なお、検討作業の中では十分具体的な検討に至らなかった点も多々あったが、全体

として、福祉をめぐる時代の転換点に立った認識を共有し、次期目標設定の必要性を

優先させた。今後、各事項の具体性を一層明確にしつつ計画に沿って実施していく。 

 

 

２ 福祉等をめぐる時代の変化及び制度・施策の動向を見据える 

１ 自助・互助の基盤の弱体化、共助・公助の役割拡大とその背景 

（１）かつての日本の社会は、地域・家族・雇用といった生活領域では、終身雇用や

安定した家族など「自助」の強い基盤があった。人的つながりによるインフォー

マルなセーフティーネット、「互助」も機能していた。社会保障や労働制度である

各種の保険・年金による「共助」や公的扶助や社会保障など「公助」は、それを

補完するものとして位置づけられていた。 

 

（２）今日では、地域での人口減少と団塊世代の高齢化など社会の担い手が減少し、

家庭は、高齢者夫婦のみや単身の世帯が増加し未婚化も進行している。職場では

非正規雇用が増大し会社への帰属意識も希薄になり離職率も高まっている。日本

の人口が１億人になった１９６０年代は、支える側と支えられる側の割合は  

１０：１、人口がやはり１億人程度に減ると予測される２０５３年にはこの割合

が１：１になると予想されている。こうした社会経済状況を背景として縦割り制

度の「共助」「公助」の役割が急速に拡大してきた。 

 

（３）介護保険制度が実施された２０００年時点では、介護給付費は４兆円弱、同時

期の国民医療費は約３０兆円であったが、近年介護給付費が１０兆円を超え、国
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民医療費は４２兆円となっている。要介護認定者数は２０１５年に６０８万人、

１５年間で２．９倍となった。２０１７年の障害福祉サービス関係予算は 1兆２，

６５６億円、１０年で２倍を超えている。 

  ２０２５年には介護給付費が１８兆円、国民医療費は６０兆円と予測されている。 

 

２ 世帯・地域での支援課題の複雑化と地域共生社会への制度・施策の転換 

（１）今日では、「１」で見たような「自助」「互助」の弱体化を反映して、さまざま

な分野の課題が絡み合って複雑化し、複合的な支援を必要とする状況が顕在化して

いる。 

８０５０問題といわれるように、高齢の親を単身の子が介護しつつ親の年金で生

計を維持するような世帯では、介護と貧困、虐待、地域からの孤立など二重、三重

の支援課題を抱えているといわれる。 

障がい者支援の現場において、高齢の親と障がいを持つ子の世帯では、医療や介

護分野の事業所との相談・協議を必要とする世帯が急増している。日常の連携や協

働のサービス会議により世帯や世帯環境の把握なしに施設の中だけでの利用者の

支援が成り立たなくなっている。「自助」「互助」が弱体化した社会状況が極めて具

体的に表れてきている。 

 

（２）今年度は、第 7次医療計画（5年）・第 7期介護保険計画（3年）・第 5期障害福

祉計画（3年）が相互の関連をもって同時に改定され、診療報酬・介護報酬・障害

福祉サービス報酬も同時改定がされた。 

   報酬改定の内容を概観すると、国の施策に沿った事業に高い報酬を設け、施策

的な加算を設けている。キーワードは「地域包括ケアシステムへの移行」といえる。

「地域生活への移行重視」とそれを支える「人材の育成」、「サービスの質の向上」

にある。 

   医療から介護への移行では、病院は、「入院生活」から「治療と生活の場」とし

ての新たな「介護医療院」への転換に高い診療報酬を設けた。ターミナルケアマネ

ジメントの高額な加算は、人の終末を病院から在宅で受け入れて看取りまでの基準

を満たした介護支援事業所に新設された。 

 

（３）障がいの分野での主な改定・新設されたものを列挙すると、①精神の長期入院

患者のグループホーム受入れ加算や地域移行支援の実績を評価するもの、②就労系

のサービスにおける工賃・賃金の向上、一般就労への移行促進を図るもの、③障が

いと介護の共生型サービス報酬の設定、④グループホームから一人暮らし希望者へ

の自立生活援助報酬の新設、⑤障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」の地域生

活支援の拠点等の機能を強化するもの、⑥通所事業所の開所時間を評価するもの、
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⑦福祉専門職の配置を高めて支援の質を高めるための福祉専門職員配置等加算に

配置率の高い加算を新設。他に平成２９年度からは介護職員の処遇改善加算が改善

された。事業体の実態からは対象職種の拡大が望まれるが、介護・障がい分野での

人材確保と育成を主眼としたものである。 

 

（４）２０１８年４月、介護保険法等の一部を改正する法律の施行により改正社会福

祉法の一部が施行された。 

地域での包括的な支援体制の整備に向けて、子育て、母子、介護そして障がい各

分野の地域生活支援事業を担う事業者が、単独で解決できない地域課題を他分野の

事業者と協働して解決にあたることとされている。行政はこれらの協働ができるよ

うな体制づくりと一体的な手助けを行う。地域福祉計画では各分野共通する課題を

掲げて取り組むこととされた。 

「縦割り」や「支え手」「受け手」の枠を超えて、さまざまに各分野絡み合い、

また、制度の狭間にあって複雑化した課題に包括的に取り組む改革が始まった。 

縦糸に横糸を通してさまざまな色鮮やかな布地を紡ぐように、地域を面的につな

いでみんなが活きる「互助」・「地域共生社会」の取組みである。 

 

（５）生活困窮者自立支援法の改正や生活保護法の改正も今年度中に予定されている。

生活困窮者自立支援法は、縦割り制度とは違い、家計相談や、閉じこもり、居住困

窮者などへの手を差し伸べ、世帯で抱える多面的な困窮を解決しようとする事業で

ある。 

生活保護法の改正案は、新たに広がった低所得層に合わせて「自助」「互助」促

進を意図するものと思われるが、国の最低生活基準を下げることは、今後の社会保

障や賃金その他への影響は大きく法人経営・事業連携の視点からは十分注視してい

く必要がある。 

（参考） 

  ① 身体障害者リハビリテーション研究集会２０１７（11.9・10 名古屋大会） 

    厚生労働省政策企画官 野﨑伸一氏講演「地域共生社会の背景とねらい」 

  ② 全社協 全国社会福祉法人経営者協議会発行「経営協」 

    ２０１７．９月号「地域の多様な関係者との連携に向けて」 

    ２０１８．２月号「人材が集まり育ち定着する職場とは」 

    ２０１８．３月号「社会保障・社会福祉の展望と今後の社会福祉法人の経営」 

    ２０１８．４月号「社会福祉法人が社会の信頼と期待に応えていくために」 

  ③ 実務出版 公認会計士・税理士 林 光行編 

「平成２９年４月１日施行社会福祉法 法令規則集」 
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３ 「（第一次）中長期計画（平成２７年度～平成３６年度）」の進捗結果 

１ グループホームの設置 

 ① 授産所に近い場所に、平成２８年４月１日から平成７８年３月３１日までの

５０年間の定期借地による約７２坪の借地を確保 ②入居者７名、ショートステ

イ１名の「うえのホームつむぎ」を平成２９年４月１日開所 ③ショートステイ

の開所が課題 

 

２ 障害者基幹相談支援センターのあり方と地域活動支援拠点の設置 

 ① 基幹相談センターは、平成２７年１２月、利便性の高い池下周辺地域に移

転し受託事業を実施。職員体制の入れ替わりもあり厳しい時期があり、運営の改善、

相談役等としてキャリアを備えた職員を配置して体制を強化 ②地域活動支援セ

ンターは、平成２８年４月、基幹相談支援センターに併設・開設し、地域と「生活・

交流・就労」でつながる「居場所」として機能。 

 

３ うえの授産所の建替え等 

 ①ＨＰによる法人理念等情報発信、地域の他法人や諸団体との交流・地域の利

用者のニーズを受け入れ法人収支を改善 ②先行して実施した、基幹相談センター

の移転、地域活動支援センターの立ち上げ、新ホーム「つむぎ」建設などに要した

経費は計画通り、建替えの基盤となる流動資産をほぼ維持。引き続き計画的に実施

する課題である。 
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４ 第二次中長期計画の全体像（事業運営・計画推進に据えるポイント） 

１ 利用者の人権を常に尊重し、保護者や連携する関係者、事業者、関係機関と情報

を共有し信頼関係を深めることでサービスの質向上への不断の努力を重ねるととも

に、地域ニーズを積極的に受け止めた事業展開により、地域のさまざまな生活・福

祉課題に積極的に関わり地域共生社会の取組みに貢献できる事業運営をめざすこと。 

 

２ 改正社会福祉法の趣旨を認識し、社会福祉法人にふさわしいガバナンスと高い透

明性を備え、先にみたような時代を見据えて、（中長期）経営計画に基づく主体性の

ある自立的な法人経営をめざすこと。 

  利用者サービスの質向上、職員の確保・労働環境改善・資質や能力の向上、地域

ニーズや地域課題に積極的に関わることなど、これら相互に関連するすべての実現に

通じるものとして、人材と資金と情報の分析・受発信の強化をめざす。 

（１）地域ニーズに応えるための事業拡大を積極的に進めると同時に、職員・組織の

拡大・経営基盤強化を図り、余裕ある人員配置により機能的で継続性のある組織 

（２）職員の確保・育成 職員の目標が見えるキャリアパスの明確化、育成施策の充

実 

（３）定期的な異動の実施・法人の一体性強化、各所属複数リーダー配置による業務

執行体制強化とグループホーム・日中職員相互の日常的な連携・セイフティシス

テムの強化 

   

 

５ 計画期間及び計画の基本事項 

１ 計画期間は平成３０年度から平成３９年度の１０年間とし、「日中活動支援の場」

「生活・居住支援の場」「相談支援の場」の３つの柱を中心にし、法人理念の実現を

めざす。 

 

２ うえの授産所の利用者への支援と知的障がいをもつ方の支援を基本としつつ、基

幹相談支援センタ―・地域活動支援事業の展開においては、すべての障がいをもつ

方を視野においた事業展開を図る。 

 

３ 事業展開の圏域は、千種区とその周辺区を中心とした地域とし、堅実かつ持続的

に展開する。また、利用者主体の視点から地域のさまざまな法人との連携によりサ

ービスを提供していくとともに、今後の社会経済情勢や地域のニーズ、名古屋市の

障害福祉計画などに基づき、随時見直しを行っていく。 
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６ 各事業における現状と中長期計画 

１ 生活介護事業 

◆ 現状 

（１）この数年当法人への契約希望が増加し、利用者数は定数２５人に対して１２０％

近くになった。地域のニーズは高まっていると思われ、積極的に受けていくには、

作業所のスペース、利用者の席配置、職員体制、また、現在の指定事業基準の面

からも運営が困難となる。 

  

（２）今後の生活介護事業のニーズを客観的データから十分把握したうえ、事業拡大

の方向性について、規模、場所、職員基準、収支、資金計画、学校連携等総合的

に試算・検討して法人のめざすべき目標と方針を確立する。 

 

◆ 短期計画（1年～３年） 

以下の考え方での 2階テラスの改修構想の適法性・費用など必要な試算による裏

付けを作成する。 

（１）当面、平均利用率１２０％（30人・契約 35人））程度までは現定員を維持、場

所は就労Ｂ型作業室を区切って 1階を共同使用し、生活介護のスペース狭小の問

題と就労Ｂ型事業の職員体制の弱点を相互補完する。 

 

（２）「（１）」を踏まえつつも、同時に利用者数の見通しを考慮し、2階テラスに場所

拡張のうえ定員増を図ることの検討に着手し進める。増員数は職員基準・配置を

考慮し検討する。２階テラスの拡張を行う場合は、１階の共同使用については再

検討する。 

 

（３）当面は主として知的障がい者を受入れていく。送迎サービス、ヘルパーステー

ションの設置などは計画の進捗、人員体制、財政面から今後の検討課題とする。 

 

◆ 中期・長期計画（４年～６年） 

（１）定員５０人程度（契約５０人・平均利用４５人）への事業拡大のため、２５名

程度の新たな事業設置場所を確保し開設をめざす。 

 

２ 就労Ｂ型事業 

◆現状 

（１）平成２４年度から地域生活推進事業補助金の廃止、平成２５年度からの処遇改

善手当の実施による法人負担の増、平成２７年度からの食事提供体制加算減額分
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の法人負担増、利用者の減員（㉘平均利用者数１３．１人、利用率８７．３％）

など全体の流れの中で、平成２５年度からは経常赤字となり、基本報酬の減額改

定もあって平成２８年度決算では約▲３００万円となっている。 

 

（２）地域の利用ニーズを把握し、積極的な受け入れにより、赤字解消と体制強化を

めざす必要がある。また、工賃向上についても報酬改定の流れを踏まえ、今後の

受け入れ継続を視野に魅力づくりの観点から今後検討していくことが必要である。 

 

◆ 短期・中期計画（１年～５年） 

（１） 定員１５人を維持し、平均利用者１５～１６人（契約１７人）を目指し、経

常赤字を解消する。場所については、体制補完を念頭に生活介護事業の計画との

整合を図る。 

（２）利用者の受入にあたっては、就労Ｂ型事業の趣旨、作業種目、工賃向上の観点

から十分かつ柔軟な対応を行う。 

 

３ 共同生活援助（グループホーム）事業 

◆ 現状 

（１）「つむぎ」開設の経過の中で、比較的若い利用者の新たな希望が見えてきたが緊

急性は比較的緩やかになったと思われる。一方、ホーム職員を増員したが、今後

のショートステイの実施等に対応するには不十分である。 

 

（２）応援等が担える授産所職員は従前どおりでパートの充実も含め日常的な連携・

セイフティシステムの強化が必要になっている。今後のホーム設置計画について

は、生活介護事業の展開方針と併せた整合性の取れる計画が必要である。 

 

（３）新設の手法については、既設建物利用が、建築基準、消防法などの制約が大き

くなり相当困難な状況がある。保護者の中でも、「つむぎ」が今後のホームのイメ

ージとして定着しつつある。 

財政基盤や利用者の家賃設定の観点から新たな手法についても研究が必要で

ある。 

 

（４）ショートステイの開始については、現在の入居利用者の生活リズムの安定を十

分考慮して行う必要がある。また、ホームの開所日拡大については、「うえのホー

ム」「つむぎ」では、すでに、３６５日体制が必要な事情が生じており安定的な職

員体制の確立が急務になっている。 
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（５）開所拡大に伴う日中の行動援護などが必要となり、ヘルパー事業所との安定的

な連携を図る必要がある。 

 

◆ 短期計画（１年～３年） 

（１）ショートスティ受入れ開始 

① 平成３０年度の早期開始をめざし、受入れに係るマニュアル、職員体制ほか実

務的な準備を進め、まずは授産所利用者の希望を踏まえ実施し、経験値を高め

て地域受入れを実施する。 

 

 ② ショートスティの職員体制は、新たに常勤職員の配置により実務窓口を設置す

るとともにホーム全体の職員配置の安定性を高める。また、身体介助を含むパ

ート職員の配置・育成により男性・女性利用者に対応できる体制とする。 

 

（２）開所日の拡大 

 ① 「さくら」を始め、利用者・家族の状況・ニーズを踏まえ職員体制を考慮して

月 1回から年単位を念頭に順次進める。 

 

 ② 女性入浴・身体介助など介護経験豊富なパート又はヘルパーの導入など十分な

対応を整える。 

 

③ ヘルパー事業所設置などについては、計画の進捗と時期、人員体制、経営面か

ら今後検討していく。 

 

◆ 中期・長期計画（４年～６年） 

（１）第 4ホームの設置 

①  生活介護事業拡大の進捗に併せ、ニーズ把握、借地・物件情報の収集など、

準備を進める。 

②  運営のセイフティシステム強化については、生活介護事業拡大による職員増

での体制強化とともに、ホーム人員を充実させ複数のグループホームの中で相

互にバックアップできる体制も念頭に置いて安定した体制をめざす。 
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４ 相談支援事業・地域活動支援事業 

◆ 現状 

（１）平成２７年度・２８年度は、基幹発足当初の２名の基幹職員の入れ替わりが繰

り返されたが、基本的な総合相談・認定調査その他の受託業務等及び自立支援連絡

協議会の運営など基幹としての役割を果たしてきた。しかし、資格条件の厳しさも

あり補充の困難さとともに全体の負担も大きいものがあった。それらの原因には、

法人内に蓄積の薄い精神担当の不安感や運営体制、職員育成の弱さその他さまざま

な要因があった。 

 

（２）平成２９年度の後半において、管理者・センター長による全職員へのヒヤリン

グを行う中で、運営その他の課題を明らかにし、課題の解決に取り組みつつ、特に

精神の職員の相談役等として、定数６名の他に十分なキャリアを備えた地活兼務職

員・パート職員を配置して精神分野の不安の払拭を図るなど体制の強化を図った。 

 

◆ 短期（１年） 

（１）所内運営 

① 正副センター長を中心に、運営面や個々の課題即決のスタンスを堅持し、「地

活たかみ」を含めた連絡・連携、日常業務差配や役割の明確化、職員の育成面

などについて具体的な手法の実施やリーダーシップを発揮した事業運営により

新規職員を含め職員の一体感の向上に努める。 

 

② 受託の長期継続契約の最終年にあたり、基幹、地活とも受託業務それぞれの 

実績と課題のまとめを行い所内新旧職員で共有し課題の一層の取り組みを強め

る。 

 

③  東ブロックの中で連携して取り組んでいる地域移行事業については、積極的

に取り組み実施する中で、医療や他の相談事業所、介護事業所など今後を見通

した連携関係を作り上げる。 

 

（２）基幹・地活の次期事業の受託 

   ① 制度発足の当初から千種区の障害者地域生活支援センターとして、その後基

幹として引き継ぎ、地活を立ち上げ、自立支援連絡協議会の事務局として地域

ネットワークを築いてきた。虐待にも取り組み、地域移行についても取り組み

を始めており千種区の障がい者相談事業の中心的役割を担ってきたことを自覚

し、引き続き区の中心的な基幹センターとして地活とともに受託をめざす。 
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  ② 公募に向けて、正副センター長、管理者・副所長で準備の段取りを決めて所内

会議で役割を共有し次期公募に臨む。 

 

◆ 中期・長期（２年～６年） 

（１）これまでの５年間の受託事業については、地域ニーズや地域課題を踏まえて再

評価を行い、重要な事業については取り組み方の再検討を加えて実現していく。

地域包括的な動向については、市・区の地域福祉計画など注視しつつ、区保健セ

ンター・社協その他の関係機関との連携の中で参画を検討していく。 

    

（２）障がい理解の啓発の取り組みについては、区役所・区社協・地域諸団体とのコ

ラボなども念頭に、子供から高齢者まで幅広い住民が集えるなど、共生社会への

協働も意識した地域福祉のボトムアップに効果的な取り組みに努める。 

 

（３）受託事業の、具体的な進行管理事項・方法を確立し、職員共有の下で事業を進

めるスタイルを確立する。 

 

５ うえの授産所の建替え等 

◆ 着実な進行管理 

（１）うえの授産所の建替えを平成３９年度に設定したうえで、漫然と引き延ばす意

識を戒め、法人の計画事業全体の経常的な収支管理を行い、目的意識的・計画的

に建て替えに必要な資産対策を行なう。 

 

（２）多目的広場については、今後も市から受託された管理の継続に努め、建替え時

の建設用地として名古屋市との事前の緊密な協議に基づき合意を得ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

７ 財政基盤の改善・充実・資産の目標管理 

１ 財政基盤の強化は、今後の事業規模の拡大や職員の余裕の持てる適正配置、職員

として目標の立てやすい職制と労働条件・働きやすい環境づくり、人材確保や研修

等育成の取り組み、さらに地域交流や地域貢献のできる事業運営など、これらすべ

ての取り組みに必要な経費を確保するものであり、さまざまな角度から最重要の視

点をもって財政強化を日常的な取り組みとする。 

 

２ 授産所建て替えについても、老朽化に対応する安全な事業運営との観点のほか、

今後進める中長期計画の事業展開との密接な関係性を十分認識して、財政基盤の改

善・充実・適正利益の目標管理等計画の進行管理を重視して取り組む。 

  

 

８ 人材確保・育成、キャリアパスの実施、業務執行体制の強化 

１ 人材の確保・育成の位置づけ 

（１）福祉人材の慢性的な人手不足は年々厳しくなっている。福祉人材バンク職業紹

介実績報告によると、福祉分野の有効求人倍率は平成２９年１０月時点での全国

平均が４．５６倍である。介護保険制度施行時の介護人材数は、約５５万人、そ

の後１２年間で約３倍に増加、団塊世代が後期高齢者になる２０２５年には２５

３万人程度の介護人材が必要と推計されている。 

 

（２）事業計画の実施に併せて人材を確保し定着する職場をつくることは、地域のニ

ーズに応え組織を維持発展させるうえで最も重要な課題である。福祉サービスは、

人の手によって行われる対人サービスであり、人材の確保と資質の向上がサービ

ス提供に大きな影響を及ぼすことを肝に銘じて職場環境の改善や報連相を始めコ

ミュニケーションの円滑化に取り組む。   

 

（３）これまでの外部研修参加の推進の取り組みに加え、平成２７年度から法人内の

勉強会を実施し、各所属間の交流と事例検討やＤＶＤ教材による研修を実施して

きたが、今後はさらに、人材育成の重要性から内部、外部など新人・中堅・幹部

研修の系統的な研修計画を作成して人材育成の柱として実施していく。 
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２ キャリアパス（職階制）の実施 

職員規模の拡大に併せ、職員として目標が立てやすいキャリアパス・職階制の整

備・定期異動の実施など法人の一体性を育て働きやすい環境をつくる。 

キャリアパス職階制の整備等は、当法人の制度経緯を踏まえる必要があり、職員

処遇と組織の維持発展の枢要を占める事柄であることから、事業の具体的な拡大と

職員体制の見通しの中で、専門家よる検討を考慮する。 

 

３ 業務執行体制の強化 

それぞれの所属で、リーダー職員の複数化をめざし事業組織としての業務執行体

制の強化を図るとともに、各所属の円滑な異動を可能にして、組織的・継続的に発

展のできる職員体制を確立する。 

 

 


